
 

（仮称）滋賀県が締結する契約に関する条例骨子案について 

 

１ 趣旨等 

 ・県の契約は、公共工事や業務委託、物品の購入など多岐にわたり、契約金額の合計額

が 1,000 億円を超える規模となっている。 

 ・県の契約に係る手続きについては、地方自治法等の法令に基づき「公正性・経済性・

競争性の確保」を原則として適正に執行することが求められているほか、「品質の確保」

を含む契約の本来の目的を達成することに加えて、契約やそれに至る過程を通じて、

県内企業の受注機会の増大などによる「地域経済の活性化」や、グリーン購入の推進

などの「社会的価値の実現」といった様々な効果を発揮することが期待されている。 

 ・県の契約に関する基本理念や県および契約の相手方の責務、県の契約に関する基本的

な事項を定めることにより、県の契約に関する制度の公正かつ適正な運用および一定

の行政目的の実現に向けた県の契約の活用を図り、もって本県の経済および社会の持

続的な発展に寄与することを目的として条例を制定しようとするもの。 

 

２ 令和２年度における検討の経過 

 令和２年（2020年） 

  ７月10日   県政経営会議 （論議：ＰＴ中間報告） 

  ８月28日   県政経営幹事会議 （報告：懇話会委員等） 

  ９月８日～10月15日 契約の在り方検討懇話会 （３回） 

  ９月９日   常任委員会 （ＰＴ中間報告、懇話会について説明） 

  10月13日～10月22日 関係団体との意見交換 （７団体） 

  11月24日   県政経営会議 （協議：条例化方針） 

  12月14日   常任委員会 （条例化の方針について説明） 

 令和３年（2021年） 

  １月15日   県政経営幹事会議 （報告：条例イメージ案等） 

  ２月１日   契約の在り方検討懇話会 （条例化の説明、意見聴取） 

 

３ 今後の予定 

 令和３年（2021年） 

  ２月16日   県政経営会議 （協議：条例骨子案） 

  ３月９日   常任委員会 （条例骨子案の説明） 

 ３月中旬   関係団体との意見交換 （条例化の説明、意見聴取） 

  ５月下旬   県政経営会議 （協議：条例素案） 

  ６月上旬   常任委員会 （条例素案の説明） 

  ６月中旬～７月中旬 県民政策コメント（懇話会、関係団体との意見交換も行う） 

  ８月上旬   県政経営会議 （協議：条例案） 

  ８月中旬   常任委員会 （県民政策コメント結果の報告） 

  ９月中旬   県議会９月定例会議 条例案提案 

 令和４年（2022年） 

    ～３月  取組方針の策定 

  ４月   条例施行予定 
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